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１．制度の概要
（１） 地縁による団体

町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体
（２） 認可を受けた地縁による団体の権利能力

法律上の権利義務の主体となり、認可地縁団体は法人格を有し、土地、集会施設等の不動産を団体名義で登記できる。
また、団体の活動に資する財産を団体名義で所有、借用できる。

（３） 市町村長による認可要件
① その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な
共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること

② その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
③ その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっている
こと

④ 規約を定めていること
※ 規約に定める事項（法律で義務付けられているもの）

目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項

２．認可状況
平成25年4月1日現在：44,008団体 （全国の市町村の約83％に所在） ※参考：地縁団体数 298,700団体 （総務省調べ）

３．主な特徴
（１）保有財産
○地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等※を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提

※不動産又は不動産に関する権利等とは、
①不動産登記法第3条各号に掲げる登記することができる権利（土地、建物の所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、
質権、抵当権、貸借権、採石権）

②立木の所有権、抵当権
③登録を要する金融資産（国債、地方債、社債）
④ ①～③のほか地域的な共同活動に資する資産（例えば、地縁による団体が地域社会の維持形成のため、当該区域において
実施する除雪のための車両、福祉の用に供する車両又は警備の用に供する車両や船舶等）
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３．主な特徴（つづき）
（２）構成員
○区域に住所を有する全ての個人は構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。なお、
正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。

○構成員は個人のみが対象であり、団体は構成員となることができない。なお、団体の意思決定への参加や直接の活動は行
わないものの、規約等に「賛助会員」として位置付け、その活動に参加することは可能であると考えられる。

（３）総会等
○総会は団体の最高意思決定機関であり、すべての構成員をもって構成されるものである。なお、総会を度々招集することは
実際にはきわめて困難であることから、規約に定めることにより、役員会において実務上の執行に関する事項等を決定する
ことができる。

（４）活動内容
○地方自治法上、目的や事業に特段の制限はなく、規約に定めた範囲で活動できる。
活動例：区域における集会施設の維持・管理、清掃等の環境整備活動、寝たきり老人への慰問等の社会福祉活動、スポーツ

大会、レクリエーション活動等

（５）作成すべき書類
○地方自治法上、作成が義務付けられているものは財産目録のみであるが、事業計画・事業報告及び予算・決算は団体に
とって重要事項であるから、規約に定めて作成することが適当である。

※「自治会、町内会等法人化の手引 第2次改訂版」（地縁団体研究会編集、平成27年7月1日発行）等から事務局作成



認可地縁団体の活動事例

●波多コミュニティ協議会（島根県雲南市） （地区人口：約350人）

●錦生自治協議会（三重県名張市） （地区人口：約2000人）

◇設立経緯：波多自治会（昭和57年設立）を改編して設立された地域自主組織であり、16
の自治会や各種団体などで構成されている。

◇活動内容：活動拠点施設である「波多交流センター」（旧波多小学校）のほか、波多温泉
「満壽の湯」や「さえずりの森」などの市の施設の指定管理を行っている。また、地区内の
足を確保するため、車両を購入して住民の旅客運送を実施している。

平成26年3月に地区に唯一あった個人商店が店を閉め、買い物難民の解消が大きな課
題となる中、同年10月、波多コミュニティ協議会が全日食チェーンに加入し、小型スー
パー（はたマーケット）の運営に乗り出した。

◇設立経緯：錦生自治協議会は、「自分たちのまちは自分たちでつくる」との観点から、
平成16年に地域住民の思いや願いを反映した「錦生なごやかプラン」、平成22年に
「錦生グランドデザイン・2010」を策定し、活力と潤いのあるまちづくり、人づくりを目指
している。平成24年には、法律上における責任の所在を明確化し、継続した活動基
盤の確立を図るため、地縁法人（認可地縁団体）としての認可を受けた。

◇設立理由：複式簿記が必要な一般社団法人と比べて会計面での事務的負担が少な
いことや、市長が認可権者であること等の理由により、地縁法人（認可地縁団体）を
選択。

◇活動内容：高齢者のサロン事業や、不採算路線のため廃止が発表されたバス路線
の運行委託、小学校跡地を利用したキノコ生産・販売の実施、放課後子ども教室な
ど、様々な事業に取り組んでいる。

錦生自治協議会組織図（協議会HPより）

総務省「 暮らしを支える地域運営組織に関する調査研究事業報告書」（H28.3）より

総務省「 暮らしを支える地域運営組織に関する調査研究事業報告書」（H27.3）より 3
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〔地縁による団体〕
第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有
する者の地縁に基づいて形成された団体（以下本条において「地縁による団
体」という。）は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利
等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範
囲内において、権利を有し、義務を負う。

２ 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものにつ
いて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて
行う。
一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な
地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、
現にその活動を行つていると認められること。
二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められている
こと。
三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるも
のとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四 規約を定めていること。

３ 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一 目的
二 名称
三 区域
四 主たる事務所の所在地
五 構成員の資格に関する事項
六 代表者に関する事項
七 会議に関する事項
八 資産に関する事項

４ 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続
している区域の現況によらなければならない。

５ 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると
認めるときは、第一項の認可をしなければならない。

６ 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の
行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。

７ 第一項の認可を受けた地縁による団体（以下「認可地縁団体」という。）
は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではな
らない。

８ 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成
員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

９ 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。
１０ 市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところによ
り、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、ま
た同様とする。

１１ 認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつた
ときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。

１２ 何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規
定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場
合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明
書の送付を求めることができる。

１３ 認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこ
と及び第十項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗すること
ができない。

１４ 市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠く
こととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その
認可を取り消すことができる。

１５ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 （平成十八年法律第四十
八号）第四条 及び第七十八条 の規定は、認可地縁団体に準用する。

１６ 認可地縁団体は、法人税法 （昭和四十年法律第三十四号）その他法人
税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法
人等とみなす。この場合において、同法第三十七条 の規定を適用する場合には
同条第四項 中「公益法人等（」とあるのは「公益法人等（地方自治法（昭和二
十二年法律第六十七号）第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体（以
下「認可地縁団体」という。）並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する
場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人（認可地
縁団体を含む。）」と、同条第三項中「公益法人等（」とあるのは「公益法人
等（認可地縁団体及び」とする。

１７ 認可地縁団体は、消費税法 （昭和六十三年法律第百八号）その他消費
税に関する法令の規定の適用については、同法 別表第三に掲げる法人とみなす。

〔規約の変更〕
第二百六十条の三 認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意
があるときに限り、変更することができる。ただし、当該規約に別段の定めが
あるときは、この限りでない。

２ 前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効
力を生じない。

〔財産目録及び構成員名簿〕
第二百六十条の四 認可地縁団体は、認可を受ける時及び毎年一月から三月
までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなけれ
ばならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎事
業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

２ 認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要
な変更を加えなければならない。

（参考）地方自治法関係条文
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〔代表者〕
第二百六十条の五 認可地縁団体には、一人の代表者を置かなければならな
い。

〔認可地縁団体の代表〕
第二百六十条の六 認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体のすべての事務
について、認可地縁団体を代表する。ただし、規約の規定に反することはでき
ず、また、総会の決議に従わなければならない。

〔代表者の代表権の制限〕
第二百六十条の七 認可地縁団体の代表者の代表権に加えた制限は、善意の
第三者に対抗することができない。

〔代表者の代理行為の委任〕
第二百六十条の八 認可地縁団体の代表者は、規約又は総会の決議によつて
禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができ
る。

〔仮代表者〕
第二百六十条の九 認可地縁団体の代表者が欠けた場合において、事務が遅
滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又
は検察官の請求により、仮代表者を選任しなければならない。

〔利益相反行為〕
第二百六十条の十 認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項について
は、代表者は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係
人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

〔監事〕
第二百六十条の十一 認可地縁団体には、規約又は総会の決議で、一人又は
数人の監事を置くことができる。

〔監事の職務〕
第二百六十条の十二 認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。
一 財産の状況を監査すること。
二 代表者の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は
著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。

四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
〔通常総会〕

第二百六十条の十三 認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成
員の通常総会を開かなければならない。

〔臨時総会〕
第二百六十条の十四 認可地縁団体の代表者は、必要があると認めるときは、
いつでも臨時総会を招集することができる。

２ 総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつた
ときは、認可地縁団体の代表者は、臨時総会を招集しなければならない。ただ
し、総構成員の五分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定める
ことができる。

〔総会の招集〕
第二百六十条の十五 認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日より少
なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従
つてしなければならない。

〔認可地縁団体の事務の執行〕
第二百六十条の十六 認可地縁団体の事務は、規約で代表者その他の役員に
委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。

〔総会の決議事項〕
第二百六十条の十七 認可地縁団体の総会においては、第二百六十条の十五
の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができ
る。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

〔構成員の表決権〕
第二百六十条の十八 認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする。
２ 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて
表決をすることができる。

３ 前二項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。
〔表決権のない場合〕
第二百六十条の十九 認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決を
する場合には、その構成員は、表決権を有しない。

〔認可地縁団体の解散理由〕
第二百六十条の二十 認可地縁団体は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 規約で定めた解散事由の発生
二 破産手続開始の決定
三 認可の取消し
四 総会の決議
五 構成員が欠けたこと。

〔認可地縁団体の解散の決議〕
第二百六十条の二十一 認可地縁団体は、総構成員の四分の三以上の賛成が
なければ、解散の決議をすることができない。ただし、規約に別段の定めがあ
るときは、この限りでない。

（略）
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